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開  会 

 

○杉山国内貨物課総括補佐 お待たせいたしました。ただいまから交通政策審議会第３回

海事分科会を開会させていただきます。 

 本日は、皆様、年末のお忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございました。 

 私、本日の事務局を努めさせていただきます海事局国内貨物課総括補佐の杉山でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、委員の方々のご紹介をさせていただきたく存じます。 

 まず、海事分科会会長で、日本鉄鋼連盟会長の千速様でございます。 

 続きまして、フリーアナウンサーの青山様でございます。 

 東京工業大学教授の圓川様でございます。 

 東京理科大学教授の加藤様でございます。 

 早稲田大学教授の杉山様でございます。 

 なお、一橋大学副学長の杉山委員は、本日御欠席との御連絡をいただいております。 

 次に、本日の議題に係る臨時委員の方々の御紹介させていただきます。 

 日本内航海運組合総連合会会長、小谷様でございます。 

 全国内航タンカー海運組合会長、立石様でございます。 

 続きまして、事務局であります国土交通省より本日出席している者を紹介させていただ

きます。 

 海事局長の徳留でございます。 

 海事局次長の金子でございます。 

 審議官の柴田でございます。 

 総務課長の柚木でございます。 

 総務課企画室長の奥田でございます。 

 国内貨物課長、大久保でございます。 

 

 



 

海事局長挨拶 

 

○杉山総括補佐 それでは、まず議事に先立ちまして、海事局長の徳留より一言御挨拶を

申し上げます。 

○徳留海事局長 海事局長の徳留でございます。交通政策審議会第３回海事分科会の開催

に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 委員並びに臨時委員の皆様方におかれましては、本日は御多忙中のところ本分科会に御

出席をいただきまして、まことにありがとうございます。また、日頃から私どもの海事行

政に大変な御理解、御支援を賜っておりますことにつきまして、本席をお借りしまして心

から御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 さて、最近の内航海運を取り巻く環境は、長引く経済の停滞のもと、荷主企業の合併・

業務提携、ＩＴ化の進展等による物流効率化の要請の高まり、また、環境問題の深刻化に

よる地球規模での環境保全への取り組みの強化等、非常に大きく変化をしております。 

 しかしながら、我が国経済の基幹物資を運ぶ内航海運は、将来にわたり我が国経済を支

え、その発展に重要な役割を果たしていただく必要がございます。 

 このため、私ども行政の側といたしましても、海事局におきましては、海運、船舶、船

員の海事分野全般にわたる新しい内航海運行政の展開を図るため、本年４月に「次世代内

海運ビジョン」を策定いたしまして、現在、内航総連等、関係の方々と連携しつつ、その

具体的制度設計に努めているところでございます。 

 本日は、平成 14 年度から平成 18 年度までの５年間の適正船腹量につきまして、御審

議をお願いしております。適正船腹量は、船腹需給の適正化を図る観点から、内航海運業

者の輸送サービスの安定的な供給等を図るために策定しているものであります。 

 国土交通省といたしましては、本日の海事分科会の御審議により交通政策審議会の答申

をいただいた上で、これらを告示いたしたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 今後の海事行政は多くの課題が山積している状況にありますが、引き続き御支援、御意

見等を賜りたいと思っております。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 



 

配付資料の確認 

 

○杉山総括補佐 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、議事次第が１枚、そして委員名簿と座席表がついているかと思います。その後、

「平成 14 年度～18 年度内航適正船腹量について（案）」という全 11 枚の資料でござい

ます。もし乱丁等がございましたら、お申し付けください。よろしゅうございますか。 

 それでは、これからの議事につきましては、千速会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  事 

 

○千速会長 それでは、本日の議題に入る前に。当分科会の議事録の公開につきまして、

事務局より説明をお願いいたしたいと思います。 

○大久保国内貨物課長 それでは、海事分科会の議事につきましては、従前どおり、情報

公開の観点から議事録の公開をさせていただきますが、その内容につきましては、後日、

皆様方に御相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、プレス等への対応につきましては、事務局に御一任していただければと存じます。 

以上でございます。 

○千速会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事の公開等につきましては、ただいま事務局から説明がありましたとおり、

取り扱うことといたしたいと存じます。 

 

平成 14 年度～18 年度内航適正船腹量について 

 

○千速会長 それでは、本日の議題でありますが、当分科会に審議を委ねられました諮問

第 15 号の「内航海運業の用に供する船舶の平成 14 年度以降５年間の各年度の適正な船

腹量について」の審議に入りたいと思います。 

 それでは、平成 14 年度から 18 年度までの内航適正船腹量について、事務局より説明

をお願いいたします。 

○大久保国内貨物課長 それでは、御説明いたします。 



 資料としては、横長の「平成 14 年度～18 年度内航適正船腹量について（案）」でござ

います。 

 １ページを開いていただきますと目次がございます。全部で７つの項目を御説明いたし

ますが、最初に適正船腹量を策定する対象の船舶の御説明をいたします。その次に、２と

して、内航適正船腹量の算定方法について概略の御説明をいたします。３番から６番まで

がその算定方法の細かいな内容でございまして、需要の見通しや海送比率の見通し等につ

いて御説明をした上で、最終的に、７番目で平成 14 年度～18 年度の適正船腹量（案）に

ついて御説明をする、こういう順番になっております。 

 １ページを開いていただきますと、「適正船腹量の策定について」でございます。 

 ①で書いてありますように、適正船腹量は法令で次の６つの船種について定めるという

ことになっておりまして、この船種は①が一般の貨物船、②から④からドライカーゴの専

用船部分でございまして、セメント専用船、あるいは自動車専用船、あるいは土・砂利・

石材専用船でございます。⑤がいわゆるタンカーでございまして、油送船、⑥がその中で

も特殊な特殊タンク船、こういう６つの船種についてそれぞれ定める、こういうことで従

来から行われているものでございます。 

 それでは２ページをお開きください。２ページは適正船腹量の策定方法について簡単に

フローチャートで書いているわけでございます。大きく二つの流れがあるわけですが、ま

ず左上に①と書いてあるところをごらんいただきたいと思います。内航海運は主要な品目

が、鉄鋼や石灰石、あるいは石油といったものでございますが、これらの需要量の実績を

まず整理をいたすわけでございます。これが①でございます。 

 次に、飛びますが、右側の④で主要品目別の需要量の将来の見通しを立てる作業がござ

います。その次に、今度は②に移りますが、需要量と②の主要品目別の内航輸送実績、こ

の二つの数字をもとにいたしまして、③主要品目別の需要量と輸送量の関係式（海送比

率）を作成する、こういうものでございます。 

具体的に申しますと、例えば、鉄鋼の需要量１億トンというのが①で出るわけでござ

います。②で鉄鋼を輸送している実績が例えば 6000 万トンというふうに出るわけでござ

いまして、③はこの 6000 万トンを１億トンで割ると 60％が海送比率と、こういうことに

なるわけでございます。残りのものはトラック等で運ばれている、こういうことになるわ

けでございます。 

 今出しました海送比率、当初申し上げました輸送品目別の将来の需要量の見通し、これ



をもとにして⑤船種別の輸送量を想定する。こういうことでつくるわけでございます。 

 今度は下のフローチャートに移りますが、もう一つ、⑥船種別輸送量の実績というもの

がございます。これは例えば貨物船は２億トンキロ運んだとか、そういう実績でございま

す。⑦は、その際に現有船腹量がどれだけあったのか、例えば 200 万Ｄ／Ｗあったとか、

そういう数字があるわけでございまして、その二つの数字から船種別の輸送原単位の実績

を求めます。１重量トン当たりで何トンの輸送ができたのかという原単位が⑧で求められ

るわけでございます。この実績をもとにして、⑨では、適正値という言葉を使っておりま

すが、将来、この程度に原単位は上昇するであろうということを想定するわけでございま

す。 

 以上が原単位を求めるところでございまして、⑤でつくった輸送量と⑨の原単位をもと

にして⑩Ｄ／Ｗ又は㎥表示の適正船腹量の策定を行うわけでございます。 

 この⑩は、実は重量トン、あるいは立米ということで、内航船がどれだけの重さを運べ

るのかというトン数から持ってきたわけですが、実はトンの中にはもう一つ、⑪に書いて

いますが、Ｇ／Ｔ、日本語で総トンと言っておりますが、船の大きさを示す指標がござい

ます。海運の場合は総トンで言う場合もございますし、重量トンで言う場合もございます

ので、適正船腹量としては両方を書いておりますが、重量トンと総トンとの換算率を想定

いたしまして、⑫で両方の適正船腹量を策定するということになっております。 

 次に３ページをお開きください。まず「主要品目別の輸送需要の見通し」がございます。

先ほど申しましたように、内航船は、項目の欄にございますが、鉄鋼、石灰石、あるいは

セメント、自動車、あるいは砂利、石油等の主要品目がございます。これの実績と推計の

見通しをこのページで行っているわけでございます。 

 なお、注１に書いてありますが、実は貨物船で輸送される品目は、もちろん鉄鋼や石灰

石だけではございません。穀物、石炭製品等、種々雑多なものがございます。これらにつ

いては、ＧＤＰの伸び率など、ほかの関係式を用いて推計をしておりますが、小さな数字

になっておりますので、ここには書いていない。こういうことでございます。 

 一番上の粗鋼国内需要量を見ていただきますと、13 年度実績が 7180 万トンでございま

した。これを、14 年度につきましては、業界団体のヒアリング等から 1.9％減の 7040 万

トンと推計しているわけでございます。また、15 年度は 14 年度の 0.2％減ということで

7300 万トンと推計をしております。16 年度以降は横ばいということで推計をいたしてお

ります。 



 以下、主要な品目について申し上げますが、内航海運の運んでいる物資は産業基礎物資

と呼ばれているものが多ございまして、最近の景気の低迷、あるいは物流の効率化が影響

いたしまして、いずれも大幅な減少になっているということでございます。例えば、石灰

石では 14 年度は 3.3％減となっております。セメントは 5.6％減、自動車はほぼ横ばい

となっております。 

石油のところを見ていただきますと、トータルとしては微減ということで 1.8％という

推計になっているわけですが、実は石油の中でも黒油と白油に分かれておりまして、黒油

のところは需要が非常に下がっております。13 年度から 14 年度まで、6600 万キロワッ

トが 6300 万キロワットと 4.7％の現象になるわけですが、実は 11 年度を見ていただき

ますと、7900 万キロリットルということで、この 4 年間で 20％という大幅な減少をして

います。これは、後で申し上げますが、石油の過剰感の大きな原因になっているというこ

とが言えると思っております。 

 もう１ページめくっていただきますと、４、海送比率の見通しでございます。これは先

ほど申しました需要量と内航輸送量の比率を見たものでして、それぞれの品目ごとに書い

ているわけでございます。基本的には 7 割から大きいものになりますと 9 割ということ

で、これらの品目は大部分が内航で運ばれているということをあらわしているわけでござ

います。これは毎年若干の変動を起こしておりますが、基本的には過去の平均をもとにし

て 14 年度以降を推定いたしております。 

ただ、セメントにつきましては、セメント工場が臨海部の大型工場へ徐々に生産シフ

トしている現象がございます。これは、11 年度の 65％が 13 年度で 71％に向上している

ことからもうかがわれるわけですが、これが今後とも続くということで、一番高い数字を

採用しているということでございます。 

 次のページをお開きいただきますと、以上のような二つをもとにいたしまして、船種別

輸送量の見通しを出しているわけでございます。これは船種ごとになっておりますが、貨

物船は、先ほど申し上げているように鉄鋼については 14 年度 4800 万トン、対前年比

95％の数字だと見通しております。そのほかにつきましても、対前年度比ほぼ横ばい、

あるいはマイナスということで、貨物船では対前年２％減の２億 700 万トンを推計いた

しております。セメント船は５％減の 4500 万トン、自動車も同じように 95％の 390 万

トン。土・砂利・石材専用船につきましては、関空や中部空港の工事がピークを迎えてき

ますので、2 億 3900 万トンというふうに、14 年あるいは 15 年は大幅な増加を見込んで



いるわけでございます。また、油送船につきましては、先ほど来申し上げているように、

黒油が大幅な減少を見込んでおります。白油についてはほぼ横ばい、その他もほぼ横ばい

ということで、合計で２％減の 1 億 7,500 万キロリットルを見込んでおります。特殊タ

ンク船につきましても徐々に減少傾向がございますが、その時点で横ばいというふうに見

込んでいるわけでございます。 

 次に、６ページを開いていただきますと、それぞれの船種ごとの輸送原単位の見通しで

ございます。これは一月当たり１重量トンがどれだけのトンを運んでいるのかというデー

タになっておりまして、例えば貨物船では１カ月に 6.25 トン運んでいる、こういうデー

タになっているわけでございます。 

これも基本的にはそれぞれの船種によって違いが出てまいります。土・砂利・石材専

用船や油送船が 10 トンとか 9 トンと高くなっているわけですが、これは積めるだけ積め

ばこのように高い数字が出てくるということかと思っております。これも過去の高い数値、

船が移動した数値の原単位を採用するということで推計をいたしております。特に土・砂

利・石材専用船については現在が 10 トンでございますが、16 トン、あるいは油送船も現

在は 9 トンのレベルですが、これも 10 トンのレベルというふうに見込んでいるわけでご

ざいます。 

 なお、注に書いてございますが、実は内航船は非常に大きな季節波動がございます。し

たがって、どれを標準にするかということがございますが、従来から月間海送量が４番目

に高い月、４番月をもって平均とするというふうにしているわけでございます。したがっ

て、仮に 100％、過剰感がゼロだといたしましても、上の３カ月は若干船腹が足りない、

下の７カ月は船腹が過剰になるというのが実態でございまして、年間通してみると 100

になる、こういう数字を出しているわけでございます。 

 以上のような計算過程を経まして、７ページのような適正船腹量を策定いたしました。 

 貨物船についてどのように見るかを申しますと、黒く塗っているところが総トン（Ｇ／

Ｔ）でございまして、これは船の大きさを示すところでございます。白いところが重量ト

ンで、これがどれだけ物を運べるかということでございまして、現有船腹量は９月 30 日

現在で 266 万 2000Ｄ/Ｗとなっております。14 年度の適正船腹量は 263 万 6000Ｄ/Ｗで

すので、括弧で書いておりますように、この差、2 万 6000Ｄ/Ｗが過剰であるというふう

になっております。これが右の方に行きますと、14、15、16 となっておりまして、15 年

度は過剰感が若干増えるわけですが、その後、これは後で御説明いたしますが、雑貨の伸



びがございまして、船がいずれ不足をする。こういう推計になっているわけでございます。

ただ、14 年度が 2 万 6000 トンといいますと、率で１％の船腹過剰状態ということになる

わけでございます。 

 以下、セメント専用船につきましては、２万 8000Ｄ/Ｗ、４％程度の過剰、自動車専用

船はほぼ均衡しているということでございます。土・砂利・石材専用船につきましては、

14 万 2,000 トンの過剰ということで高い過剰率になっているわけでございます。これが

14 から 18 にかけてどんどん増えていって、最終的には 45 万トンの過剰と、こういうふ

うに計算がされるわけでございます。 

 これにつきましては、注２に理由が書いてございます。この船は、先ほども申しました

ように、15 年度以降は、関空の２期工事、中部国際空港の埋め立て工事がピークを過ぎ

てまいりますので、計算上、大幅な船腹過剰状態が予想されているわけでございます。た

だ、現実には、現有船腹量が 143 万トンございますが、これの総トンで言うと４割、載

貨重量トン（Ｄ／Ｗ）で言うと 37％は自家用船舶の臨時投入で賄われております。した

がいまして、工事終了とともにこれらの自家用船が撤退するということですので、極端な

船腹過剰状態は営業船では発生しないと考えております。 

 次に油送船ですが、これは 11 万 6000 ㎥の過剰ということで、８％の過剰状態でござ

います。特殊タンク船は 8000Ｄ/Ｗ、３％の過剰状態となっておりまして、先ほど申しま

した土・砂利・石材専用船を除く小計で見ますと、17 万 9000 トンの過剰、率にして３％、

こういうことになっております。 

 なお、ここには書いてございませんが、あと２点付け加えさせていただきたいと思いま

す。 

 １点は、この現有船腹量は９月末の数字でございまして、実は今年に入って船腹の解撤

が急速に行われております。14 年に入ってから内航総連の数字を見ておりますと、９月

末まで 30 万トン程度の解撤が行われておりまして、さらに 11 月と 12 月の２カ月でさら

に 10 万トンの解撤が行われたと考えております。実は、さらに解撤申請を行っている方

がございまして、この方は現在８万トンの解撤を予定されております。したがいまして、

ここに 17 万 9000Ｄ/Ｗの過剰と書いてありますが、これはかなり解撤されたか、あるい

は今後解撤される予定である。マクロの話ですが、このように言えるかと思います。 

 ２番目に、実は油送船につきましては、黒油の需要が非常に減って、それが過剰感を発

生させているという御説明をいたしましたが、昨今、原子力発電が操業停止をいたしまし



た。これに伴いまして、電力会社では、当面コストの高い火力発電を活性化しなければい

けないということで、黒油と石炭が対前年の２割増と大幅な増加がございます。したがい

まして、現在油送船で８％程度の過剰状態になるというふうに中期的には計算しているわ

けでございますが、短期的に見ますと、特需で船舶過剰状態が解消されているというふう

に考えております。 

 以上が適正船腹量の御説明でございます。 

 なお、参考といたしまして、従来からコンテナ船とＲＯＲＯ船の適正船腹量の試算を行

っております。これについて御説明をしたいと思います。 

 趣旨が１番に書いてございますが、この二つの船種は対象貨物が紙・パルプ、あるいは

機械、雑貨ということで、今まで御説明をしているような産業基礎物資の太宗貨物とちょ

っと輸送動向が異なる。したがって、一般の貨物船とは少し違った動きをするということ

から、従来からこれを試算しているわけでございます。これも同じような方法で試算をい

たしております。８ページ、９ページ、10 ページが答えになるわけですが、現在、下の

Ｄ/Ｗで申しますと、30 万 9000Ｄ/Ｗとなっております。適正船腹量は 29 万 5000Ｄ/Ｗ

と推計できますので、8000 トンの過剰と考えられております。ただ、雑貨等の輸送品目

は、今後、伸びが見込まれますので、15 年度におきましては、この適正船腹量が 31 万

4000Ｄ／Ｗということで、１万 1000Ｄ/Ｗの不足が見込まれているわけでございます。 

一般的にコンテナ船・ＲＯＲＯ船は 5000 トンないし 1 万トン程度の船でございますので、

現在１隻ないし２隻が過剰状態ですが、来年になれば逆に１～２隻程度が不足になる、こ

ういう状態になることが試算結果であらわれているわけでございます。 

 以上、御説明を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○千速会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございましたら、どうぞお願いいたしま

す。 

○加藤委員 ７ページの適正船腹量（案）の貨物船は 16 年以降が相当不足になるという

予想ですけれども、ドライについては先ほどの粗鉄のあれがあると思いますが、それ以外

のところはそんなに大きく伸び率が出てくるんですか。どうなんでしょうか。 

○大久保国内貨物課長 ９ページをごらんいただきたいと思います。最後をはしょってし

まって申し訳なかったのですが、「コンテナ船・ＲＯＲＯ船の輸送量の見通し」がござい

まして、ここで雑貨の輸送量の見通しを立てているわけであります。これを私どもは今後



モーダルシフトも進めていきたいという気持ちもあるわけでございますが、11 年度に

1000 万トンだったものが現在は 1200 万トンに上昇しておりますので、この雑貨輸送は将

来 100 万トンずつ伸びていくのではないかと、このように見通しております。いわゆる

太宗貨物はマイナスになるわけですが、雑貨がプラスになっておりまして、それが 15 年

度と 16 年度で逆転していく。この点が一番大きいのではないかと考えているわけでござ

います。ちょっと期待があるかもしれません。 

○加藤委員 それから、油の黒物については特殊な話を原発関係でされたのですが、かな

り一過性であるとしても、現在のいろいろな情報を探ると原発はかなり長期にストップを

かけるということでありますから、そういう点では一般に油は非常に厳しいと言われた状

態は来年は何とかクリアできそうだというのは甘いのでしょうか。いかがでしょうか。 

○大久保国内貨物課長 特需だと言われているのですが、原発がいつ再稼動をするのか、

私、そこまできちんとした情報を得ておりません。ただ、今年の８月の末に起こった事件

でして、内航業界では少なくとも今年度末までは続くのではないかとか、あるいは来年の

夏までということですから、おおむね１年ぐらいは続くのではないかとか、そういうこと

が言われていると聞いております。 

現在は船の動きが非常に活発になってきているというふうに承知をしておりますが、

立石会長、そのようなことでよろしゅうございますか。 

○立石臨時委員 現在、原発で石炭船と黒物のタンカーが極めて不足しているという実態

は確かにございます。ただし、これは一過性でございますから、これについて期待するの

はどうかと考えております。今の黒油の問題について言えば、そういうことでございます。 

 なお、タンカーに限って、適正船腹量についての若干の問題点を申し上げます。 

 過剰で表示されていることに異論はございません。理論的な推計によるものには全く異

論ございませんが、問題は内航タンカーも船型がさまざまであり、白黒、季節性が大きい

ので、常に過剰か不足かという状態にありまして、本当の意味での適正船腹量が存在しな

いというのが実態でございます。ただ、船腹が過剰という公式な発表で、荷主さんの方が

過剰を前提として運賃を硬直的に固定化させる傾向が非常に強くて、こういう席でこうい

うことを申し上げるのはちょっとどうかと思いますけれども、我々は困っているのが実態

でございます。余計なことを申し上げて申し訳ございません。 

○大久保国内貨物課長 今の２点についてお答えしたいと思います。 

 まず発表の仕方ですけれども、数字は中期的に計算をしておりますので、８％程度の過



剰状態にあるというふうに申し上げたいと思っているわけでございます。 

 ただ、つけ加えまして、昨今の原発の特需があるということは、皆さん、よく承知をし

ている事実でございますが、それでもまだ過剰かと思われると、これは誤っているという

ことでございます。特需があるので、今の８％程度の船腹過剰状態は短期的には解消され

ているということをきちんと申し上げて発表したいと、このように考えております。 

 それから、最初にお話があった船型の問題でございますが、御説明しますと、我々は一

口に「タンカー」と申しておりますが、日本に全部で 1000 隻あるんです。そのうち 400

隻が白物と言われている白油を運んでおりまして、残りの 400 隻が黒物を運んでいて、

残りの 200 隻がケミカルを運んでいる。白、黒、ケミカルというものが、油なので同じ

動きをしているのかと思うと、また随分違った動きをしているということがございます。

白油というのは基本的にガソリン・軽油でございますので、民生的なところに使われてお

りますから、ある意味では安定していて、省エネが進んで若干マイナスになったり、経済

の波動に応じてプラスになったりと、こういう動きでございます。 

 ところが、黒油はいわゆる重油でございますが、火力発電とか、そういう産業が使って

いるものでございますので、これが非常に大きなぶれを示すわけでございます。したがい

まして、季節波動率が４割ぐらいになっているというふうに私どもは理解をしております。 

その中で８％過剰だというのは、多分、数学の世界から言えばほぼ適正な量になっている

ということなのだろうと思っております。 

ただ、８％過剰なのだから運賃を下げていくというのが、今、荷主業界とタンカーの

オペレーター業界の間で言われているわけでありますが、これはその業界の経営の話なの

で、そこまで我々がどうこう言えないのではないか。４割の季節波動があるところで、

８％多いから、それをどうするかというところについて、国として言うことはなかなか難

しいかなと思っております。 

 それから、船型の話ですが、具体的に 10 倍ぐらいの違いがございまして、一番小さい

船が 199 トン型が 500 キロぐらい運んでいる。それから 3000 トンぐらいのものがござい

まして、これが 5000 キロぐらい運んでいる。10 倍ぐらい格差がございます。ただ、基本

的には 3000 トンクラスが半分程度を占めておりまして、それがトランクラインを輸送し

ているわけでございますが、それだけで日本国内の輸送が全部できるかというと、毛細血

管みたいなものでございますので、最終的には 199 型の 500 キロのものがないと運べな

いのだと、こういうことをおっしゃる方も多ございます。それぞれの船型ごとに足りなか



ったり、あるいは余っていたりしているわけでございますが、私どももいろいろ試算や検

討はしているわけですが、そこのミクロまではなかなか難しいというのが現状でございま

す。これは内航タンカー業界の中でやってもらうしかないのかなと。行政として、そこま

で細かいデータは持っておりませんので、我々ができるのはこれぐらいで、それから先は、

この数字を使っていただきまして、業界の中でいろいろ御研究いただければ、我々もまた

それを活用してもう少しよいものができるのではないかと、こんなことを考えております。 

○加藤委員 もう一つ、10 ページのコンテナ船、ＲＯＲＯ船については、来年度がＧ／

Ｔで 14、Ｄ／Ｗで 11、そして 16 年度は 40、17 年度が 64 とかなり高い不足の数字であ

りますが、こういう数字で見れば、建造意欲といいますか、そこら辺はかなり期待できる

と考えていいのでございましょうか。 

○大久保国内貨物課長 足りなくなるのではないかと思っているのですが、最近、船の建

造が非常に少のうございまして、今年度は昨年度に比べてざっと半分ぐらいしかできてい

ないわけでございます。これは景気の先行きが見通せないことが一番大きな原因になって

いるかと思います。また、大型ＲＯＲＯ船の場合にはあまり関係ないのかもしれませんが、

金融機関の厳しい融資姿勢もあると考えております。 

そういたしますと、こういうことが一応見通されるのでありますが、これをもとに船

主の方あるいはオペレーターの方が船をつくっていただけるのかどうか。非常に期待はし

ているのですが、なかなかはっきりとは言えないかなと、こう思っております。 

○加藤委員 ありがとうございました。 

○千速会長 ほかにいかがでしょうか。 

○杉山(雅)委員 ２点申し上げたいと思います。 

 １点は冒頭に局長さんからお話がありました内航ビジョンです。実は私、不勉強でその

内容をよく存じ上げていないのですけれども、これは、ここに反映されるような性質のも

のとは若干違うのだと解釈すべきなのかどうか、そこをお伺いしたいと思います。 

 もう一点は、２ページの適正船腹量の算定方法で、①からずっと追ってみますと、ほと

んど機械的に計算できるところで、実は⑨だけが政策的な検討が必要とされるところでは

ないだろうかと私は思料しているのです。そういたしますと、６ページの「船種別輸送原

単位の見通し」の一番右の「原単位の予測」の説明を見ますと、全部同じなんです。とこ

ろが、上の三つと下の三つは数字からいっても相当違いますから、「過去の輸送原単位の

実績等」の「等」で判断しろということだろうと思いますが、私、課長さんのお話を伺っ



て、よくわかったんです。ところが、最初にこれを見たときによくわからなくて、後ろの

説明からわかったことですので、ここはもう少し表現をわかりやすくするようなことはで

きないものだろうかという点をお伺いしたいと思います。 

○大久保国内貨物課長 ２番目の質問につきましては、おっしゃるとおりでございますの

で、そのようにいたしたいと思います。 

 それから、最初の内航ビジョンは昨年１年かけて今年の４月につくったものですが、こ

れは今後、21 世紀の内航がどうあるべきかということを考えたわけでございます。実際

には、今やっている内航海運業法のような事業規制でありますとか、あるいは船舶とか船

員に対する社会的規制、こういうものを少し見直しをしてはどうか。あるいは、船舶の技

術開発を進めていくべきではないか。例えば、もともと船舶はトラックなどに比べて環境

にやさしい輸送機関だと考えているわけでありますが、さらに、エコシップであるとか、

より省力化を目指したシステムとか、そういうことを考えてはどうか。 

 それから、インフラの整備です。インフラといっても単に港湾をつくるということでは

なく、例えば静脈物流であるとか、あるいは現在は東京湾が結構ゆっくりしたスピードで

しか船が運航できないんです。これは、コントロールという意味の管制、海の管制ができ

ていないところに原因がございますので、港をつくるということだけではなく、管制のよ

うなソフトウエアの整備をすることによって、東京湾をスピードを出して速く行けるよう

になれば、これはトータルの物流に非常に大きな影響を与えることができる。そういうボ

トルネックのところを少し見直してみたらどうかとか、そういう内航全体にわたる将来の

施策について取りまとめたものでございます。 

 これについては、今回の適正船腹量には直接の影響はありません。今後、これらについ

てできるものから徐々に具体化をしてまいりたい、このように考えているわけでございま

す。 

○圓川委員 適正船腹量の決め方については異存ないのですけれども、私が気になったの

は６ページの原単位のところです。一つお伺いしたいのは、季節波動がかなり大きいと。

さっきの４割程度というのはタンカーの場合ですか。 

○大久保国内貨物課長 タンカーです。 

○圓川委員 季節波動のパターンは毎年同じなのでしょうか。 

○大久保国内貨物課長 基本的にタンカーの場合の４割はほとんど同じです。寒くなる冬

と冷房が使われる夏、これに黒油と白油がそれぞれ上がっていくということです。 



○圓川委員 ほかの船腹に比べていかがでしょうか。 

○大久保国内貨物課長 ドライカーゴの場合、基本的には年の後半に増えていくことが多

ございまして、季節波動は２割ぐらいかなと思っております。ただ、これは景気波動と若

干リンクしている面があるのではないかと思っております。一番荷動きしているのは 12

月なのですが、今までの景気を見ていきますと、どうも第３四半期、第４四半期に景気が

よくなって、第 1・第２四半期にまたストンと落ちてくるというのがここ４～５年の動き

なんです。それに連動しているのかなと思っております。 

○圓川委員 この原単位の設定の仕方によって随分違ってくるわけですね。波動が非常に

大きいので、少しぐらいの余剰や過剰はあまり気にしないという話がありましたけれども、

こういった資料の中に波動の様子を出していただくと、わかりやすいと思います。 

 もう一つは、先ほどありましたように、営業する側からいいますと平準化が一番いいわ

けですね。ただ、そのためのコントロールできないものとそうでないものがあると思うん

です。その辺の話も、この場ではなくて、政策的に考えていただきたいと思います。 

もう一つは、将来を見るときには技術進歩や経営努力といった要素、視点も少し加え

るべきではないかと思いました。 

 それから、先ほどモーダルシフトの話があったと思いますけれども、確かに雑貨につい

てはそういった傾向にある。環境問題等を考えますと、その辺も輸送量の見通しといいま

すか、その辺に何かあると説得力があるのではないかと思いました。それは海送率に関係

するのですけれども、もう少し船が増えてもいいのではないかと思いました。これは意見

です。 

○大久保国内貨物課長 今のモーダルシフトの点ですけれども、我々はモーダルシフト率

という一つの目標値を持っておりまして、雑貨について 500 キロ以上離れたところでの

現在のトラックと内航海運のウエイトを見ますと、内航海運が４割程度でトラックが６割

程度ですが、我々はこれを 50％まで拡大しようという目標を内航ビジョン等でも掲げて

いるわけでございます。そういうこともあって内航のウエイトを高めていこうという目標

を立てておりますが、今回の適正船腹量を策定するに当たっては、そういう政策的判断は

加味しないで、従来の実績を踏まえて行うということを行っております。 

 なお、原単位につきましてはなるべく過去の一番稼動していた時期の数字を持ってくる

ということで、現在から見ると２割程度効率的な輸送というものを念頭に置いておいてや

っておりますので、おっしゃったようなことはある程度取り入れられているのではないか



と考えております。 

○千速会長 ほかに、御意見、御質問はございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、御意見もたくさんお出しいただきましたし、煮詰まりましたので、本件につ

きましては、資料における内航適正船腹量（案）については、御異議がないものとして、

これにより答申することにいたしたいと存じますが、よろしゅうございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○千速会長 ありがとうございます。 

 それでは、適正船腹量につきましては、「当分科会の決議をもって交通政策審議会の答

申とする」ということで事前に今井交通政策審議会会長の御承諾をいただいておりますの

で、これをもちまして答申といたしたいと思います。 

 以上で本日の議題は終了いたしましたが、そのほかに何か御意見等はございますでしょ

うか。 

○小谷臨時委員 私、内航業界の代表として一言申し上げたいと思います。 

 今日は委員長をはじめ委員の皆様方が我々業界のために適正船腹量についていろいろ御

審議いただきましたこと、厚く御礼を申し上げますとともに、この原案を作成されました

事務局に対しましてもお礼を申し上げたいと思います。 

 適正船腹量というものは、先ほどちょっと触れられましたけれども、次世代内航ビジョ

ンに絡む次世代内航制度検討会がございまして、法律上、これを存続させるかどうかとい

うことについても検討する予定になっております。ただ、私ども業者といたしましては、

船腹の需給や貨物量の動向等について、先ほどお話もございましたように、個別品目的に

はいろいろ問題があるとは思いますけれども、こういう公的な権威のある情報が必要であ

ろうと思いますので、ぜひともこのまま存続をしておいていただきたい。また、暫定事業

の今後の必要資金の目安としても、利用するといいますか、そういう価値があると思って

おりますので、ぜひ存続をお願いしたいということを申し上げたいと思います。 

 同時にまた、我々業界は御承知のように非常に景気が悪いこともさりながら、船腹調整

事業を廃止されたり、内航タンカーにおける運賃協定も廃止されたりいたしまして、経営

環境が非常に悪くなりました。そのほか、世の中全般も悪いのですが、それとともに末端

の輸送部門として苦労をしているといいますか、非常につらい立場にあるわけでございま

す。 



先ほどの課長のお話でもございましたように、我々、暫定措置事業を始めまして約５

年になりますが、その間、24～25％の船を減らしたわけでございます。やっと、その効

果があるのかどうか、先ほどお話もございましたように、一過性のものかもわかりません

が、船舶需給が若干タイトになってきた。これによって、本来の跳ね返るべき運賃のとこ

ろまではまだいっておりませんが、若干、用船料のアップ等で具体的な形が出始めている

のは事実でございます。したがって、これが一過性ではなく、ずっと続いていっていただ

きたいというのが本来の念願でございます。 

その間、我々といたしましても、今後とも国交省ともいろいろな御相談を申し上げな

がら、内航海運を有意義な産業として成り立たせたいと思っておりますので、今後ともよ

ろしくお願いを申し上げて、お礼かたがた御挨拶とさせていただきます。 

○千速会長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。 

 それでは、ほかに御意見も内容でございますので、以上をもちまして交通政策審議会第

３回海事分科会を閉会いたします。 

 今日は大変お忙しいところ、委員の皆様、御出席いただきまして、ありがとうございま

した。 

 以上をもって終了いたします。 

 

閉  会 


